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令和 7年(2025年)7月 29日 

 

「第 72回（令和 7年度）彦根市美術展覧会」に 

出品される作品を募集します  

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

1 出品規定 

 （1）出品資格 いずれかに該当する方（中学生以下は出品することができません。） 

・彦根市および近隣市町（東近江市、米原市および愛荘町、犬上郡の各町）に居住

する方 

・彦根市内に在勤・在学の方 

 

（2）出品点数 

・日本画、洋画、彫刻、工芸、書、イラスト … 1部門につき 1人 1点 

・写真                  … 1人 2点以内 

 

（3）出品料 1点につき 1,000円 

※作品搬入時にお支払いください。一旦納入された出品料は返却しません。 

※高等学校および特別支援学校高等部に在籍する方の出品料は、無料となります。 

 

（4）出品方法 

・所定の「出品申込書」に必要事項を記入のうえ、出品料を添えて、搬入期間中に

搬入場所（ひこね市文化プラザ）へお持ちください。 

文化・芸術に関する意欲的な創作活動を奨励するとともに、誰もが気軽に優れた

作品を鑑賞できる機会を提供することにより、より一層の文化・芸術の振興を図る

ため、「彦根市美術展覧会」を開催し、同展覧会に出品される作品を募集しますので、

お知らせします。 

今年度から、新たな取り組みとして、若年層に人気の高い「イラスト部門」を新

設し、募集します。 
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・作品の写真撮影ならびに SNS等での情報発信について、原則「可」となりますの

で、「第 72回（令和 7年度）彦根市美術展覧会開催要項」の「留意事項」欄をご

確認ください。 

 

2 搬入 

 （1）日時 令和 7年 8月 29日（金）9：30～18：00 

8月 30日（土）9：30～15：00 

 （2）場所 ひこね市文化プラザ 各部門の受付場所 

 

3 出品規格 各部門(日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真、イラスト)の規格による 

 

4 搬出 

 （1）日時 令和 7年 9月 14日（日）  15：30～18：00 

9月 15日（月・祝）9：30～15：00 

 （2）場所 ひこね市文化プラザ 各部門の受付場所（搬入の受付場所と同じ） 

 

5 開催要項・出品申込書の配布場所 

彦根市役所（総合案内）、稲枝支所・各出張所、人権・福祉交流会館、各地区公民館、

市民交流センター、ひこね市文化プラザ、みずほ文化センター、高宮地域文化センタ

ー 等（上記は市内の主な施設です。市外の施設にも配布します。） 

※開催要項は、彦根市ホームページに掲載中です。 

 

6 出品規定、搬入、出品規格、搬出等の詳細 

別添「第 72回（令和 7年度）彦根市美術展覧会開催要項」のとおり 

問い合わせ先 

観光文化戦略部 文化振興課 

担当：尾田 

TEL：0749-23-7810 FAX:0749-21-3080 

E-mail：bunsin@mx.hikone.ed.jp 

 


